
河川協力団体とは・・・平成２５年度の河川法・水防法の一部改正により創設された「河川協力団体制度」
は自発的に河川の維持、河川環境の保全に関する活動を行う団体を支援する制度です。能代市中川原地
区連合自治会は平成２６年度に河川協力団体に指定されました。

◆第1回目除草無事に終了！
２日間の除草作業は事故もなく、無事に終了しました。除草作業の経験者も多く、今後

作業回数を重ねる毎にスムーズで効率的な作業ができると思います。新制度を利用しての
国と自治会との連携の第一歩を踏み出すことができました。

＜写真① 作業前安全講習会＞

◆河川管理のパートナーとして活動！
国交省と除草作業委託契約をした中川原連合自治会のみなさん
が、６月１３日より堤防の草刈作業を実施しました。

◆堤防除草範囲は、米代川左岸 距離標4.4ｋ～4.6ｋ、年３回
の除草を計画しています。除草作業の他にも、河川クリーン
アップを実施予定です。不法投棄や不法駐車等の異常発見時の
速やかな連絡もお願いしています。
◆事故防止のため、作業開始前に安全講習会を実施し、作業に
おける注意点、作業範囲、役割等についてしっかりと確認し合
いました。（写真①）
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地元自治会が堤防除草作業を行いました
～河川協力団体 能代市中川原地区連合自治会～
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＜除草作業中＞ ＜出来形確認＞
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